
 

 

仕   様   書 

 

                                

１．件名           複合機保守作業（単価契約）（四国運輸局本局等） 

 

２．保守対象の機器構成  別紙のとおり（計２２台） 

 

３．契約期間       令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

４．履行場所（遠隔保守を除く） 

 

官署名            所在地 

四国運輸局 高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎南館 

徳島運輸支局本庁舎 徳島市万代町3-5-2 

徳島運輸支局応神町庁舎 徳島市応神町応神産業団地1-1 

香川運輸支局 高松市鬼無町字佐藤20-1 

愛媛運輸支局 松山市森松町1070 

今治海事事務所 今治市片原町1-3-2 

宇和島海事事務所 宇和島市住吉町3-1-3 

高知運輸支局本庁舎 高知市桟橋通5-4-55 

高知運輸支局大津庁舎 高知市大津乙1879-1 

 

５．保守業務内容 

（１） 保守の連絡先を保守対象機器の表面に明示すること。 

（２） 保守対象機器を常時正常な状態で稼働させるため、累計カウンター数等を目安と

して交換推奨の時期が到来する部品の交換作業を実施すること。 

（３） 障害発生時においては、発注者からの連絡を受けて、直ちに保守員を派遣し、機

器の修繕を行い、機能を回復させること。 

（４） 保守作業終了後、作業内容を明らかにした報告書を作成し、発注者に提出するこ

と。 

 （５） コピー用紙、ステイプル針以外の消耗品（トナー等）を随時供給すること。  

(６)  使用済消耗品(トナー、交換部品等)については、発注者の指定する場所から定期

的、又は発注者の要求時に速やかに回収し、受注者の責任において適法に処理す

ること。 

（７） インターネットを利用し、下記項目について遠隔保守を行うこと。 

①メーターカウント情報の取得 

②トラブル情報の取得 

③消耗品情報の取得と自動配送 

④機械稼働状況の取得 

 



 

 

６．予定使用枚数 別紙のとおり（予定数量であり、当該数量を保証するものではない） 

 

７．料金の請求及び支払い 

（１） 受注者は各月経過後、１か月分の使用枚数に保守契約単価を乗じ、消費税及び地 

方消費税相当額を加算した請求書を提出すること。 

（２） 請求書には設置機器毎の請求内訳を記載若しくは添付すること。 

（３） 料金の請求にあたり、１円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものと 

する。また、消費税及び地方消費税に相当する金額に１円未満の端数がある時は、

その端数を切り捨てるものとする。 

（４） 請求については、不良コピー相当枚数を控除すること。 

 (５) 検査合格後に適法な請求書を受理した日から３０日以内に指定銀行口座に振り込

みを行うことにより支払うものとする。なお、発注者の責に帰する事由により、

支払が遅延した場合は、約定期間満了日の翌日から起算して支払日までの日数に

応じて未払金額に年２．５％の率を乗じて計算した金額を遅延利息として支払う

ものとする。  

 

８．遵守事項 

（１） 本作業の従事者は、服装・名札・腕章等の着用により、当該者が本作業の従事者

であることが明らかに認識できるようにしておくこと。 

（２） 作業に直接関係ない場所へみだりに立ち入らないこと。 

（３） 業務遂行上、知り得た事項を第三者に漏らさないこと。 

（４） 業務履行に際しては、関係法令を遵守すること。 

 

９．暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

（１） 本件契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれ

を拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとと

もに、捜査上必要な協力を行うこと。 

（２）（１）により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその 

内容を記載した書面により発注者に報告すること。 

(３) （１）及び（２）の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講

じることがある。 

（４） 本件契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより納品等に遅れ

が生じる等の被害が生じた場合は発注者と協議を行うこと。 

 

１０．その他 

本仕様書に記載のない事項、契約履行上生ずる疑義については、担当職員と協議 

のうえ指示に従うこと。 



別紙

         設置機器、設置場所及び年間使用予定枚数

機種 機械番号 モノクロ ２色 フルカラー

高松市サンポート３番３３号

四国運輸局　総務部

高松市サンポート３番３３号

四国運輸局　交通政策部

高松市サンポート３番３３号

四国運輸局　観光部

高松市サンポート３番３３号

四国運輸局　自動車交通部

高松市サンポート３番３３号

四国運輸局　自動車技術安全部

高松市サンポート３番３３号

四国運輸局　鉄道部

高松市サンポート３番３３号

四国運輸局　海事振興部

高松市サンポート３番３３号

四国運輸局　海上安全環境部

徳島市万代町３－５－２

徳島運輸支局本庁舎

徳島市応神町応神産業団地１－１

徳島運輸支局　輸送・監査部門

徳島市応神町応神産業団地１－１

徳島運輸支局　登録部門

高松市鬼無町字佐藤２０－１

香川運輸支局　企画観光・輸送・監査部門

高松市鬼無町字佐藤２０－１

香川運輸支局　登録部門

松山市森松町１０７０

愛媛運輸支局　輸送・監査部門

松山市森松町１０７０

愛媛運輸支局　登録部門

今治市片原町１丁目３ー２

愛媛運輸支局今治海事事務所　監理・運航部門

今治市片原町１丁目３ー２

愛媛運輸支局今治海事事務所　船舶・船員部門

宇和島市住吉町３－１－３

愛媛運輸支局宇和島海事事務所

高知市桟橋通５－４－５５

高知運輸支局本庁舎

高知市大津乙１８７９－１

高知運輸支局　輸送・監査部門

高知市大津乙１８７９－１

高知運輸支局　登録部門

高松市サンポート３番３３号

四国運輸局　印刷室

9,685

15,381

13,629

23,494
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55,369
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14,512
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14,183

20,126

25,123

32,007

6,208
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1,119

1,297

4,462

3,311
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870

3,638
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2,739

4,786

3,710
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80,262

66,751

55,310

40,371

64,438

66,038

89,456

69,479

102,586

123,505

57,744

63,110

123,856

140,424

71,155

53,941 1,832 58,442

8,805

198,226

15,573

40,486

166

5,068

年間使用予定枚数

141,867 4,881 56,901
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